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空家等対策計画の趣旨  
 

 

1．背景 

2．計画の位置づけ 

3．用語の定義 

4．計画の対象 
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近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使

用されていない住宅・建築物が年々増加してきています。本村においても、240 戸（令和

８年２月末時点）の空家があり、今後も空家は増加すると考えられます。空家になったに

もかかわらず、適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家は、防災・防犯・

安全・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に

悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求められています。 

国は、この空家問題の抜本的な解決策として空家等に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、平成 26 年 11 月に「空

家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「法」という。）を公布し空家等対策を実施

してきました。一方で、人口減少が進む中、今後も空家数が増加することを踏まえ、特定

空家等に対する措置を充実させるとともに、特定空家等になる前の段階における空家等の

「活用の拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除去等」の 3 本柱で総合的に対策を強化す

ることを目的とし、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を令

和 5 年 6 月に公布、同年 12 月に施行し空家等対策を推進することとしています。 

本村においてもこれらの状況を踏まえ、安全・安心なむらづくりと生活環境の確保を目

指し、空家化の予防・発生の制御及び利活用の促進、行政・地域・事業者等が連携して空

家等対策を総合的に進めることを目的とし、相良村空家等対策計画を策定します。 

 

この「相良村空家等対策計画」（以下、「空家等対策計画」という。）は、法第 7 条の規

定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家等対策を効果的かつ効率的

に推進するために、本村の実状に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定するも

のです。したがって、本村の空家等対策の基礎となるものです。 

なお、計画の推進にあたっては相良村総合計画、相良村まち・ひと・しごと創生総合戦

略等に定めている空家等関連施策との整合性を図るものとします。 

① 空家等 

建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がされていないこと

が常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含みます。）をい

う。 

② 特定空家 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、又は著しく

衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著し

く景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置するこ

とが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

  

2. 計画の位置づけ 

第1章 空家等対策計画の趣旨 

1. 背景 

3. 用語の定義 
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③ 管理不全空き家 

そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認

めるときは、当該状態にあると認められる空家等 

④ 相良村空家・空地バンク制度 

空家の売買及び賃貸を希望する所有者から申込みを受けた物件に係る情報を公開する

とともに、空家・空地バンクを利用し、登録物件の所有者等との売買若しくは賃貸

借に関する交渉を希望する者に対し、当該情報の提供を行う仕組みをいう。 

 

本計画の対象とする空家等は、法第 2 条第１項の「空家等」（法第 2 条第 2 項で規定す

る「特定空家等」を含む。）とします。 

特定空家等の判断基準は、「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために

必要な指針（ガイドライン）」に記載のある「特定空家等の判断の参考になる基準」を踏

まえ相良村において判断基準を設定いたします。 

 

【判断基準】 

⚫ そのまま放置し続けると倒壊したり、周囲の人の安全をおびやかしたりする危険

な状態 

⚫ 周囲の衛生面に影響を与えかねないゴミ、害虫、害獣などがある状態 

⚫ ガラスが割れている・ひどい損傷を受けているなど、周囲の景観へ悪影響を与え

ている状態 

⚫ 外壁に落書きがある、草木が伸びたなどの理由による通行者の阻害や治安の悪化

を招いている状態 

 

また、空家等の利活用や適切な維持・管理等の対策は、空家化の予防対策という面も踏

まえ、法で規定する「空家等」に該当しない場合でも、空家等になる見込みの住宅も対象

になる場合があります。 

 

 

4. 計画の対象 
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第2章 
 

 

 

空家等の現状  
 

 

1．相良村の人口の状況 

2．空家等における現状と課題 

3．地区別 70歳以上独居世帯数分布図 
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相良村では、戦後人口が急増し、1955（S30）年には 8,809 人でしたが、以降は 1970

年代の高度経済成長期頃まで急激な人口減少が続きました。その後、1990 年代の前半頃

まではほぼ横ばいでしたが、後半頃から再び減少傾向が続き、国勢調査での 2020（令和

2）年現在の人口は 4,070 人となっています。 

国立社会保障人口問題研究所（社人研）の推計では、2015（H27）年以降の相良村の人

口は、急速に減少を続け、2040（R22）年には 2,415 人に、2065（R47）年には 955 人に

なるものと推計されています。 

国の総人口は、2008（H20）年の 12,808 万人をピークに減少し、2040（R22）年には

11,092 万人、2065（R47）年には 9158 万人になるものと推計されています。 
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国・相良村の総人口の推計

H27年国勢調査社人研推計 R2年国勢調査社人研推計 国の総人口

 空家等の現状 

1. 相良村の人口の状況 

 

※総務省「国勢調査」、2025年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータに基づく推計値 
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2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年

相良村の高齢化率の推移

パターン1

（社人研準拠） 高齢化率

パターン2

（独自推計） 高齢化率
パターン3

（独自推計） 高齢化率

パターン4

（独自推計） 高齢化率

【高齢化率の推移について】 

社人研の推計によると、村の高齢化率（65 歳以上人口比率）は、2020（R2）年の国勢

調査において 43.1％だったものが 2030（R12）年には 49.9％となり、2045（R27）年に

は 53.3％になると推計されています。 

村の施策による効果が着実に反映され、青年層の人口流出抑制と子育て世代が安心して

暮らせる環境が整い出生率の目標が達成されれば、2030（R12）年の 47.9％をピークに、

2065（R47）年には 39％に低減されると見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第 3 期まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「人口ビジョン（改定版）」より一部抜粋
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(1) 現状 

現地調査結果によると本村における令和８年２月末の空家は 240 戸、空家率 15.2％で、

令和 5 年に総務省が実施した住宅・土地統計調査による国及び熊本県の空家率は、国平均

13.8%、熊本県平均 15%と、国・県平均を上回っています。 

令和６年度の現地調査及び令和７年度の集落支援員による現地調査により、緊急性を要

する特定空家等に該当すると思われる D ランク(注1)の建物が 62 戸、準じる建物が 101 戸な

ど、管理不全に陥っている空家も確認されることから、管理水準の向上等の早急な対応が

必要です。 

一方で、現地調査結果より空家候補とした住宅所有者へのアンケートによると、回答数

の 70%が「5 年以上及び 10 年以上空家になっている」と回答するなど、長期間滞留して

いる空家もあり、利活用への対応も必要と考えられます。 

 

 高齢化が進む村内において、独居老人や核家族の高齢世帯は増加傾向にあります。 

空家発生の要因は、「所有者死亡」が大多数を占めているため、今後は高齢化がさらに

進むことにより、空家の数は加速的に進んでいくことが予想されます。 

厚生労働省が発表した 2022年の健康寿命（男性 72.57歳、女性 75.45歳）及び平均寿

命（男性 81.05歳、女性 87.09歳）を考慮し、村内の 70歳以上の独居老人データ抽出を

行い、今後の増加予想を行いました。 

 (注1) 不良度ランクについては、P15 を参照 

 

① 現地調査 

i. 調査概要 

村内に存在する各建物のうち、公営住宅及び集合住宅を除く村内全域の戸建て

建物について、その居住実態の有無・管理状況を調査しました。 

 

ii. 調査の時期 

【令和６年度】 

現地調査準備他 ：2024年 6月 04日 ～ 7月 05日 

空家現地確認 ：2024年 7月 08日 ～ 7月 10日 

所有者特定作業 ：2024年 7月 23日 ～ 8月 02日 

アンケート調査準備と送付 ：2024年 8月 05日 ～ 8月 07日 

アンケート調査結果集計 ：2024年 8月 21日 ～ 9月 20日 

データ集計 ：2024年 9月 02日 ～ 9月 20日 

アンケートの回答率 ：約 38％ 

【令和７年度】 

集落支援員による現地調査  ：2025 年 5 月 1 日 ～ 2026 年 2 月 28 日 

  

 

 

2. 空家等における現状と課題 
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iii. 調査の流れ 

 

机上調査 外観調査 所有者調査 意向調査 

 
 

 

 

iv. 外観調査における判定 

外観調査では、空家と推定される建築物候補を、下記の判定項目に基づく外観目視に

よる調査を行い、総合的に判断しました。また、用途、構造及び階数等についても現地で確

認、対象建築物の外観全景写真等の撮影を行いました。 

 

【空家の判定項目】 

項 目 主 眼 点 

建

築

物 

出入口 門・扉、擁壁の状況、表札の有無など 

窓・外壁 破損、歪み、落書きの有無、カーテンの開閉など 

屋根・雨樋 破損、歪み、軒裏の腐朽、ＴＶアンテナ設置など 

郵便受け 郵便受けの塞ぎ、チラシの散乱など 

電気・ガス 稼働状況及び設置の有無 

敷

地 

雑草の繁茂 敷地の管理状況 

ごみ・悪臭 たい積状況、悪臭の発生源 

車庫・駐車場 自動車・自転車の放置、ガレージの状況 

そ

の

他 

空家の看板 不動産業者等の売り貸し看板・張り紙 

害獣・害虫 住み着きの有無及び種類 

道路・間口 幅員、接道状況 

その他 第三者への危険性 

 

【調査の様子】 

 

+  

ラ

ン

ク

付

け
注 

使

用

状

況

の

確

認 

写

真

撮

影 

項

目

リ

ス

ト

作

成 

委

託

業

者

情

報 

村

所

有

リ

ス

ト 

空家管理台帳の作成 

ＧＩＳデータの作成 
位

置

及

び

図

面

確

認  

所

有

者

の

特

定 

 

ア

ン

ケ

ー

ト

作

成 

送

付

リ

ス

ト

作

成 

ア

ン

ケ

ー

ト

集

計 
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② 調査結果 

  

不良度    

ランク 

地区 
合計 

四浦西 四浦東 深水 川辺 柳瀬 

A 2 2 2 5 3 14 

B 17 15 8 9 10 59 

C 24 20 7 21 28 100 

D 10 9 10 22 11 62 

確認不可 1 0 1 1 2 5 

合計 54 46 28 58 54 240 

※確認不可とは草木の生い茂りや公道からの確認ができなかった建物になります。 

※アンケートにより非該当となった物件を除く 

 

 

 

 

 

 

③ 高齢者の独居世帯及び空家増加予想 

 

※地区別 70 歳以上独居世帯数 

四浦地区 45件 

深水地区 31件 

川辺地区 46件 

柳瀬地区 67件 

合計 189件 

 

※四浦 45 件、深水 31 件、川辺 46 件 

柳瀬 67 件、合わせて 189 件 

 

 

四浦西

22%

四浦東

19%

深水

12%

川辺

24%

柳瀬

23%

【地区別件数】

四浦地区

24%

深水地区

16%

川辺地区

24%

柳瀬地区

36%

【地区別70歳以上独居世帯数】

A

6%

B

24%

C

42%

D
26%

確認不可

2%

【ランク別件数】
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※70 歳以上独居世帯推移 

 
70歳

～ 

75歳

～ 

80歳

～ 

85歳

～ 

90歳

～ 

95歳

～ 
100歳～ 合計 件数 

現在 53 42 41 33 17 3 － 189 0 

5年後 － 30 24 25 18 10 1 108 84 

10年後 － － 16 13 13 10 5 57 134 

15年後 － － － 10 8 7 6 31 160 

20年後 － － － － 6 5 3 14 176 

上記の状況により推測すると、現在 189 件ある独居世帯は空家候補となり、今後急激な

空家増加が見込まれます。 

 

【70 歳以上独居世帯推移グラフ】 

 
 

※上記グラフは、現在の空家件数 240 件（青）を起点とし、今後 5 年ごとに独居世帯より

増加する空家件数（オレンジ）を想定したものです。 

※相良村においては、村内全域の住宅・土地統計調査が行われておらず、住宅総数が不明

である為、令和８年２月末現在の世帯数 1,575 件を住宅総数とし算出しております。 

 

 

158 158 158 158 158

0

62
98

117 129

0
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300
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0
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④ 全ての空家の分布状況図 ⑤ 管理状態が良くない空家の分布図 

  
 

 

(2) 課題 

空家等に関する課題は、空家等が放置されることで発生するものや所有者等に関するも

の、空家等が増えることで地域活力の低下や過疎化が生じるといった社会的問題など、多

くのものがあります。 

 

① 近隣への悪影響（倒壊の危険・環境悪化など） 

空家等が放置されると、倒壊事故や屋根材等の飛散事故が発生する危険がありま

す。また、空家等敷地内の草木の繁茂により隣地や道路への草木の越境、敷地内へ

のゴミの不法投棄など、近隣の環境悪化を招く原因となります。 

 

② 地域全体への悪影響（防災・防犯上の危険・景観悪化等） 

放火や不審者の侵入、不法滞在など空家等が犯罪の温床となるおそれがあります。

また、破損や腐食を著しく生じている空家等は良好な景観を害するなど、地域全体

へ悪影響を及ぼします。
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③ 空家等増加に伴う地域活力の低下と、過疎化・空洞化等の懸念 

人口が減少し空家等が増加すると、地域コミュニティが希薄化するとともに、景観

も悪化していくため、村としての魅力も低下していきます。そのため更なる人口減

少が起こり過疎化に繋がるおそれがあります。 

 

④ 所有者等の管理意識の醸成 

空家等を放置することに対する問題・危機意識が低い人や、所有者が遠方に所在し

ていたり相続人が曖昧だったりと、所有者や管理者としての問題意識や危機意識の

ない人がいます。 

 

⑤ 空家等の増加に伴う、相談件数の増加に対する体制整備 

空家等の状況はそれぞれ異なり、空家等を所有・管理している方の状況もまた異な

ります。空家等が増えた分、多くの相談が寄せられ、防災面、防犯面、環境面、衛

生面など多種多様な問題を抱えている状況が顕在化します。 

 

 

3. 地区別 70 歳以上独居世帯数分布図 
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第3章 
 

 

 

空家等対策における基本方針  
 

 

1．対策に関する基本的方針 

2．計画期間 

3．対象地区 

4．対象とする空家等の種類 
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(1) 特定空家等の取り組み 

特定空家等は、倒壊、火災の危険性や雑草の繁茂、害虫の繁殖など地域住民の生活環境

に悪影響を与えることもあることから、優先的に取り組んでいきます。 

 

(2) 地域住民との連携した対策の取り組み 

空家等の問題は、地域の生活環境に与える影響が大きいことから、地域の問題としてと

らえ、地域住民の参加のもと、空家等の適切な管理や利活用を推進し、安全・安心に暮ら

せるまちづくりを目指します。 

 

(3) 所有者等の意識の向上 

空家等がもたらす問題は、第一義的には所有者等が自らの責任により的確に対応するこ

とが前提です。所有者等に対して空家等の適正な管理や利活用の意識付けを行うことが重

要であり、また、相続、転勤などにより、全ての人が空家等の所有者等となる可能性があ

ることを知らしめることも重要です。このため、広く所有者等に対し啓発を行い、空家等

問題に関する意識の向上を図ります。 

 

(4) 住民からの相談に対する取り組み 

空家等の所有者等に対し、空家等対策の情報提供を行うとともに所有者等からの空家等

の利活用や維持管理、除却等の相談に迅速かつ的確に対応するために相談体制を構築しま

す。 

 

 空家等対策における基本方針 

1.対策に関する基本的方針 
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【法令による所有者等の管理責任】 

項 目 法 令 概  要 

建物の管理 

民 法 

第７１７条 

建物が倒壊したり、瓦の落下等によって、他人に被
害を及ぼした場合、建物の所有者は損害を賠償しなけ
ればならない。 

民 法 

第９１８条 

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をも
って、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続
の承認又は放棄したときは、この限りでない。 

民 法 

第９４０条 

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人とな
った者が相続財産の管理を始めることができるま
で、自己の財産と同一の注意をもって、管理を継続しな
ければならない。 

建築基準法 

第８条 

所有者は、建築物や敷地を常に適法な状態に維持す
るよう努めなければならない。 

建築基準法 

第１０条 

建築物が、著しく保安上危険又は衛生上有害となる
おそれがあると認められるとき、除去等の必要な措置
を命じられる場合がある。 

失火の防止 失火責任法 
失火に重大な過失があった場合、建物の所有者は賠

償する責任を負う。 

樹木等の管理 
民 法 

第２３３条 

敷地内の樹木の枝葉等が境界線を越えるときは、そ
の切除を求められる場合がある。 

 

空家等対策計画の計画期間は、令和 7 年 4 月から令和 12 年 3 月までの 5 年間とし、社

会情勢等の変化等必要に応じて見直していくものとします。 

空家等対策計画の対象地区は相良村内全域とします。 

「相良村空家調査」の結果、特定空家候補は村内全域に分布していることが明らかとなり

ました。空家が密集して存在する地区が生じるなど、今後重点的に施策を推し進める必要が

ある場合は、特定空家候補が密集している地区を重点地区として指定します。 

空家等対策計画の対象とする空家等の種類は、空家等のうち、一戸建ての住宅及び併用

住宅及び特定空家等とし、活用促進の観点からその跡地（空地）についても対象としま

す。 

 

2.計画期間 

4.対象とする空家等の種類 

3.対象地区 
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第4章 
 

 

 

空家等対策における施策  
 

 

1．空家等の調査 

2．空家等の適切な管理の促進 

3．空家等及び跡地の活用の促進 

4．改善通知の実施 

5．特定空家等に対する措置等及びその他の対処 

6．空家に対する施策 

7．空家等対策の実施体制 

8．その他空家等の対策の実施に関し必要な事項 
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(1) 今後の空家等調査方法 

住民票、水道の使用量、建築物への人の出入り状況、周辺住民のヒアリングなどにより 

空家等を特定します。 

特定した空家等については、登記情報、建築確認申請情報、戸籍簿情報、固定資産税の

課税情報及び近隣住民等からの情報収集等により、所有者等を特定します。 

特定した空家等の所有者等に通知を行い確定します。 

 

(2) 実態調査 

①空家等の所在、所有者等及び状態等を把握するため、職員又は村長が委任した建築士

若しくは土地家屋調査士等（以下「職員等」という。）により実態調査を実施しま

す。 

空家判定を行なう為以下の確認を行います。 

⚫ 郵便ポストの状態 

⚫ 電気メーターの状態 

⚫ ガスの状態 

⚫ 玄関アプローチの状態 

⚫ テレビアンテナの状態 

⚫ 雨戸の状態 

⚫ カーテンの状態 

⚫ 物干しの状態（竿の有無） 

⚫ 管理会社の看板の有無 

 

空家の状況確認で以下の内容を確認します。 

⚫ 建物の用途 

⚫ 階数 

⚫ 駐車スペース 

⚫ 屋根の破損状況 

⚫ 雨樋の破損状況 

⚫ 壁の破損状況（アスベスト含有壁板使用状況） 

⚫ 窓ガラスの破損状況 

⚫ 塀の破損状況 

⚫ 門柱の破損状況 

⚫ 擁壁の破損状況 

⚫ 建物の傾き状況 

⚫ 草木等の放置・投棄 

調査は、自治会や地域住民等と連携し、継続的な把握と必要な補正を行います。 

 

1. 空家等の調査 

 空家等対策における施策 
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②特定した空家等の所有者等に対し、必要な情報提供やアドバイスを実施するため、職

員等の訪問等による聞き取り、アンケート等の送付により意向確認を行います。アン

ケート等の送付は、個別に行うほか、納税通知書など定期的な通知等を活用して行い

ます。 

 

③職員等は、特定空家等の判断に必要な調査及び助言・指導する必要がある場合等に、

空家等の敷地内に立入調査を行います。なお、立入調査を行う場合は、所有者等に対

して文書で通知を行います。（通知が困難な場合は除く） 

 

④不良度ランクは、目視判定を以下のとおり行っております。 

 

 

 

ランク 内   容 

A ランク 

売却、賃貸の期待性が高い 

手をかけずにそのまま利用可能 

管理も行き届いている 

B ランク 

売却、賃貸の期待性がやや高い 

若干の改修にて利用可能 

管理はほぼ行き届いている 

Cランク 

売却、賃貸の期待性が低い 

大幅な改修が必要 

管理ができていない 

Dランク 

そのまま利用は不可能 

家屋に傾き倒壊の危険がある 

管理ができておらず、環境的にも問題がある 
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個人の財産である空家等の適正な管理は、第一義的には所有者等が自らの責任において

行うことが原則です。このことを所有者等に啓発するため、以下の取組みを実施し、空家

等が管理不全のまま放置されることを防止します。 

 

(1) 空家等のデータベース化 

空家等の調査により取得した情報及び当該空家等対策を行うにあたり必要な情報につい

て、データベースを整備し、企画商工課において管理します。また、データベースの情報

は関係部局で共有します。 

データベースの情報は以下のとおりとします。 

①空家基本情報（所在地、建物種類、階数、構造等） 

②現地調査情報（老朽度、周辺への影響、維持管理の状態） 

③所有者特定情報（土地・建物所有者等の住所、連絡先等） 

④所有者等の意向調査 

⑤利活用の促進（情報提供等の履歴） 

⑥適切な管理の促進（助言や指導等の履歴） 

⑦指導方針等 

 

また、データベースの情報については、区長等の地区住民の協力を受けながら 1 年ごと

に継続的にモニタリングし、状況の変化等を確認します。 

 

(2) 所有者等が特定できない場合 

①所有者等不明（相続放棄含む）の確認 

法定相続人各人に対し相続放棄の事実について調査します。法定相続人全員の相続放

棄が確認された場合は、所有者不明の空家等とし、データベースに登録します。 

②所有者等所在不明の確認 

所有者等確認のため送付した郵便等が返送された場合は、送付先の市町村に住民票の

閲覧請求を行う等の調査を行った後、なおも所在が不明な場合には、「過失なく措置

を命ぜられるべき所有者等を確知できない」ものと判断し、データベースに登録しま

す。 

 

 

2. 空家等の適切な管理の促進 
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(3) 所有者特定の方法 

以下の所有者等のフロー図にのっとり行います。 

相続登記がなされておらず登記簿上の所有者が死亡している場合においては、特に、固

定資産税を納付している者が、空家等の管理を行っている（所有者または管理者である）

場合が多いと考えられる為、これらの活用を検討します。 

 

 

※固定資産税納付者の確認 

※通報者から空家の状態、所有者情報等を聞き取る。 

登記簿情報の確認 

住民票情報・戸籍情報の確認 

※建物・土地の登記簿情報を収集 
＜法務局への公用申請により取得＞ 

（相続人）住民票・戸籍情報の確認 

市町村の保有情報を確認 所有者等に接触 

所有者等に接触 

所有者等が不明・不存在 

空家の確知(近隣住民等からの通報等) 

現地確認・聞き取り 

外部機関の保有情報を確認 

相続人に接触 所有者等が不明・不存在 所有者等に接触 

 

※住民票情報が入手できない場合 

※所有者死亡の場合は相続人調査を実施 

※必ずしもこのフローによる必要はないが、命令等を見据え、所有権を確定させるためには、登記簿情報の

確認は必須と考えられる。 

※固定資産税情報等がない場合 ※所有者等の死亡日時により、法定相続

人を確定させ、住民票・戸籍情報により、

所在を調査する 

※登記簿に記載された所有者の情報を収集 
＜住所地の市町村に公用申請により取得＞ 
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(4) 所有者の意識の涵養 

①所有者等への啓発 

広報誌及びホームページに空家等の適正管理に関する情報掲載を行い、空家等の適正

な管理についてや所有権の考え方など、所有者等への啓発に努めます。 

 

②所有者等への空家等対策に関する情報提供の内容 

広報誌、ホームページ、納税通知などの村からの文書通知等を活用して空家等の所有

者等に対して、以下の施策について情報提供を行います。 

⚫ 相談窓口 

⚫ 相良村空家・空地バンク制度 

⚫ 空家情報 

 

 

(5) 相談体制の整備等 

空家等に係る問題は、多岐にわたることから総合窓口を設置します。 

なお、庁内においては、総務課、税務課、建設課にて連携を図り、相談体制を整えま

す。 

 

(6) 住民等から空家等に関する相談への対応 

空家等に関する相談窓口を企画商工課内に設置し、同課職員が対応します。また、空家

等の相談は多岐にわたることから、庁内の関係部署、協議会及び関係団体と連携、相談

し、対応します。対応内容については、経過等について記録し、関係部署、機関で共有し

ます。 

専門的な知識を必要とする相談の場合、相談内容を村が聞き取り、適した専門家を紹介

する仕組みの構築を行います。 

また、無料相談会、出張相談会等を開催します。 

 

(7) 講演会及び相談制度の構築 

終活講演会兼空家予防講演会等の開催を検討します。各講師及び専門家への個別相談会

を設け、遺言、成年後見制度、空家問題等に関する相談の受付を検討します。 

 

所有者等に対して空家等の利活用を促すとともに、所有者等の意向調査の結果を踏ま

え、地域との連携や空家情報の提供による活用などを促進します。 

 

(1) 地域住民からの要望による活用 

地域からの要望により、地域交流、地域活性化、福祉サービスの拠点など地域貢献につい

て利活用可能な空家等については、所有者等の意向を踏まえ、地域住民に情報を提供しま

す。 

3.空家等及び跡地の活用の促進 
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(2) 利活用可能な空家及び跡地の情報提供 

① 相良村空家・空地バンク制度の活用 

所有者等の同意を得たうえで、相良村空家・空地バンクに登録し、希望者に提供しま

す。 

なお、空地についてもその有効活用に繋げるため、同様の取組みを行います。 

 

② ＵＩＪターン等の移住定住促進 

ＵＩＪターン希望者に対する移住に至るまでの一貫したきめ細かな支援、空家を活

用した受け皿の確保等の支援を行います。また、民間事業者と連携し、空き家をリ

ノベーションしたお試し住宅を整備することで関係人口の創出を図り、移住希望者

への情報発信室として活用します。 

 

③ 観光資源としての利用（空家を活用した観光まちづくり） 

空家（古民家）には日本特有の建築技術や日本人の居住習慣が息づいており、さらに

は地域の歴史や気候さえも感じ取ることのできる非常に文化的価値の高い建築物で

す。これらを利用し、民家ステイ事業の推進やクラウドファンディングを活用した

古民家ゲストハウスの開業を通して村全体で観光客へのおもてなし体制を整え、地

域資源を生かして宿泊客の誘致を検討します。 

 

(3) リフォーム助成の拡充 

空家等対策を行うにあたり、国・県の補助金や相良村移住定住促進補助金を積極的に活

用し、リフォーム促進を図ることで空家等の解消を推進します。 

 

(4) 災害時の利用 

災害時に空家の有効活用を検討します。 

 

(5) 関係法令等の遵守 

空家等を従前の用途以外で活用する場合は、建築基準法、都市計画法、消防法、旅館業

法等の関係法令を遵守するため、関係機関と協議を行います。 

 

改善通知の実施は、法に基づく助言・指導等の前に管理不全の空家（屋根や壁の破壊、

草木等の繁茂や廃棄物の投棄による衛生環境の悪化等、適切な管理がなされていない空

家）に対する状況改善に向けた対応の通知を行います。通知を行うにあたり、建設・建

築・環境・防災等の担当者に確認を行い各空家の状況に応じた内容にします。 

 

4.改善通知の実施 
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特定空家等は、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていること

から、村長は地域住民の生命、健康、財産の保護を図り、また、健全な生活環境の保全を

図るため、必要な措置を講じます。 

特定空家等の判断については、相良村空家等対策協議会（以下、「協議会」という。）で

協議を行い、村長が決定します。 
 

(1) 措置の方針 

①措置の優先 

特定空家等のうち周辺建築物や道路又は不特定の者に対して悪影響を及ぼすもの若

しくは及ぼすおそれが高いものから優先して措置を行います。 

②措置内容の検討 

特定空家等に対する措置を行うため、職員等は必要な限度において立入調査を実施

し、建築物の状況を把握します。調査の結果に基づき、地域住民へ与えている悪影

響をなくし、かつ所有者等の負担が少ないと考えられる措置の内容を検討します。

措置の内容を決定するにあたり、協議会の意見を求めることとします。また、

措置の内容の変更を行う場合は、必要に応じて意見を求めます。 
 

(2) 措置の実施 

①助言・指導 

村長は、検討した措置の内容を講ずるよう助言・指導を行います。 

②勧告 

村長は、助言・指導を行っても改善が見られない場合は、相当な猶予期限を定めて

助言・指導の内容を講ずるよう勧告を行います。勧告を行う場合は、固定資産税等

の住宅用地特例が適用されなくなることから、税務課と協議するとともに、所有者

等にも、その旨を通知します。 

③命令 

村長は、勧告を行っても必要な改善が見られない場合で、特に必要と認めた場合

は、所有者等に対して相当な猶予期限を定めて勧告した措置を講ずるよう命じま

す。村長は、命令をする場合においては、法第 14 条第 4 項から第 8 項及び第 11 項

から第 13 項の規定に基づき、実施します。 

④行政代執行 

村長は、命令の措置が履行されないときや履行しても十分でない場合等に、行政代

執行法（昭和 23 年法律第 43 号）の規定に基づき、命令の措置を所有者等に代わり

行います。所有者等が確知できない場合は、法第 14 条第 10 項の規定に基づき、実

施します。 

5.特定空家等に対する措置等及びその他の対処 
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【 

 

 

空家等に関する情報提供 

現地調査（外観調査）及び

所有者等の調査 

改善通知 

立入調査 

特定空家等の判定 

助言または指導 

勧告 

命令 

代執行 

利活用空家等の情報 

実施通知 

管理不十分空家の判定 

指導 

勧告 

住宅用地特例解除 

状況が改善されない場合 

正当な理由なく措置をとらなかった場合 

措置を履行しない場合など 

空
家
等
対
策
協
議
会 

管理が不十分な場合 

協

議 

報

告 

報

告 

協

議 

報

告 

報

告 

状況が改善されない場合 

報

告 

報

告 

【特定空家等に対する措置の流れ】 
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(3) 通学路・安全確保のための情報共有 

地域、学校、行政、警察との連携により、児童生徒が安全で安心して通学できる環境づ

くりを進める上で、倒壊等により通学路に危険を及ぼす家屋等の情報共有を行います。 
 

(4) その他の対処 

① ふるさと納税による税収を活用した空家管理サービス（草取り・掃除）を検討しま

す。 

② 台風の接近などにより、瓦等の飛散及び家屋等の倒壊のおそれがあり、周辺住民へ

の影響が明らかな場合は、所有者等に連絡のうえ、応急の措置を講じます。 
 

・移住定住促進事業補助金 

(1) 補助の種類：空家リフォーム 

補助金額：上限 100 万円(対象事業費 1/2) 

(2) 補助の種類：家財道具等処分補助金 

補助金額：上限 10 万円 

(3) 補助の種類：解体除去・新築 

補助金額：上限 300 万円 

(4) 補助の種類：木造住宅建設 

補助金額：上限 100 万円 

 

・老朽危険空家等除却促進事業補助金 

空き家のうち木造住宅で構造又は設備が著しく不良であり空家等危険度判定基準におい

て、配点の合計が 100 点以上となる老朽危険空家の除却に対し上限 100 万円の補助 
 
 

(1) 庁内の組織体制及び役割 

 

部 署 役 割 

企画商工課 

⚫ 空家等の調査 

⚫ 空家等の適切な管理の促進 

⚫ 措置及び対処の実施 

⚫ 空家等及び跡地の利用促進 

⚫ 協議会及びその他関係機関との連絡、調整 

⚫ その他の施策全般 

総務課 

教育委員会 

建設課 

⚫ 災害対策及び災害時の応急措置等 

⚫ 道路交通安全確保等 

⚫ 通学路の安全確保 

⚫ その他児童及び生徒の危険防止 

税 務 課 

課 税 係 

⚫ 法第 10 条第 1 項の規定に基づいた固定資産課税台帳等の情報を

総務課へ提供 

⚫ 固定資産税等の住宅用地特例に対する対応 

保健福祉課 ⚫ 高齢者の動向や独居世帯の推移等の把握及び情報を総務課へ提供 

6.空家に対する施策 

7.空家等対策の実施体制 
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(2) 協議会 

空家等対策を立案、実施するにあたり、意見交換及び協議を行うため関係部署及び有識

者等による協議会を設置します。 

① 所掌事務 

i. 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議  

ii. 空家等の適正な管理及び利活用に関する事項についての協議 

iii. 特定空家等の措置に関する協議 

iv. 村長がその他空家等対策の執行に関し必要とする事項 

② 構成 

協議会の構成については、村長のほか、地域住民代表、村議会議員、関係機関及び

学識経験者とします。 

③ 相良村空家等対策協議会委員 

番号 分 野 区 分 所 属 

1 市町村長 相良村長 相良村 

2 市町村議会 相良村議会議員 相良村議会 

3 市町村住民 相良村区長会長 相良村区長会 

4 

法 務 

法務局員 熊本地方法務局人吉支局 

5 弁護士 熊本県弁護士会 

6 司法書士 熊本県司法書士会人吉支部 

7 不動産 宅地建物取引業 熊本県宅地建物取引業協会人吉支部 

8 建 築 建築士 熊本県建築士会人吉支部 

9 福 祉 社会福祉協議会 相良村社会福祉協議会 

10 
その他 

警察 人吉警察署 

11 消防 人吉市下球磨消防組合 

 
 

(3) 関係機関等との連携 

空家等に関する相談に適切に対応するため、関係機関、民間団体との連携及び協力のも

と空家等対策を実施します。  

①弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・法務局 

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続き等 

②不動産業者 

所有者の空家等利活用相談、空家バンクの充実等 

③建設業者 

空家等の解体、改修の相談及び対応等 
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④建築士 

空家等の修繕、改善、耐震診断などの技術的な対応等 

⑤警察・消防 

危険回避のための対応等。災害対策、災害時の応急措置等 

⑥自治会 

空家等情報の提供、跡地の利活用等 

 

 

計画における達成状況の評価 

達成状況の評価を計画期間が終了する年、又は目標を変更する場合に行います。 

 

(1) 地域での空家等対策の検討と情報公開 

協議会等にて検討された空家等の検討状況や情報については、対処方法を検討・共有す

る場合に限り、必要に応じ公開します。 

 

(2) 他法令との連携 

空家等の対策は、この法律に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災害対策基本法、

災害救助法など、それぞれの法律の目的の範囲で、適正に管理されていない空家等につい

ても、必要な措置等を講じるため、空家等の情報について、内部部局で共有し、密に連携

を図ります。 

 

(3) 計画の変更 

本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度等の改正、目標の達成状況の評価等必

要に応じて随時変更します。 

変更する場合は、協議会での協議等を行い、意見を求めます。 

  

8.その他空家等の対策の実施に関し必要な事項 
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資料編 
 

 

 

空家等対策計画策定に関する資料  
 

 

1．策定経緯 

2．相良村の空家等の現状 

3．空家調査票 

4．関係法令 

5．空家等対策の推進に関する特別措置法の概要 
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(1) 相良村空家等対策協議会 

空家に関する対策は、関係する分野が多岐にわたることから、相良村空家等対策協議会を設置し、

空家対策計画の策定について検討しました。 

 

 

(2) 経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 過 内  容 

令和2年3月 空家等対策計画策定（～R6年度） 

令和6年6月 空家情報計画準備 

令和6年6月 事前調査準備 

令和6年7月 空家候補物件特定の現地確認事前調査 

令和6年7月 空家候補物件の現地確認調査 

令和6年7月～9月 調査物件データ及び不備データの再確認 

令和6年7月～8月 所有者特定業務 

令和6年7月～9月 調査物件データ・アンケート結果入力 

令和6年9月 調査結果報告書纏め 

令和6年11月～令和7年2月 空家等対策計画作成 

令和7年3月 相良村空家等対策協議会 

令和7年3月 相良村空家等対策計画策定（～R12年度） 

1.策定経緯 

資料編 
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現地調査抽出情報 調査結果（内訳） アンケート

Z情報 ## 10 調査対象物 アンケート対象物件

村提供情報 ## 14 ※28件調査不可 発送件数

Z情報・村提供情報 ## 1 未送

区長情報 ## 2 ※未送は送付先不明 ・アンケート送付不要12件

合計 ### 27 居住済み

解体済(空地) アンケート送付結果

その他対象外 該当

合計 非該当

不明

未回答

アンケートにより非該当となった物件を除く 未着

##

A

B

C

D

確認不可

合計

※確認不可とは 草木の生い茂りや公道からの確認ができなかった建物になります。

アンケート結果集計表

問① 対象の住宅について
（１）あなたは、下記対象住宅の所有者又は納税義務者ですか。（１つ選択）

回答数

83 1.はい

8 2.いいえ

5 3.心当たりがない

2 　回答なし

98

問② 所有する住宅の状況について
（１）住宅にどなたかお住まいになっていますか。（１つ選択）

13 1.常時住んでいる

9 2.特定の時期だけ住んでいる

68 3.誰も住んでいない

3 　回答なし

93

10

4

114

14

0

31266

6

47

139 265 218

127 206

0 0

10 64

0 2 1 2 4 9

不良度
ランク

地　区
合計

四浦西 四浦東 深水 川辺 柳瀬

15 24 5 15 14 73

18 11 3 5 4 41

16 3 1 1 2 23

2 6 4 18 9 39

51 46 14 41 33 185

85%

8%
5% 2%

1.はい

2.いいえ

3.心当たりがない

回答なし

14%

10%

73%

3%
1.常時住んでいる

2.特定の時期だけ住んでいる

3.誰も住んでいない

回答なし

村が所有している空家情報、及び業者が把握している空家情報を併せ、266 戸を空家候補とし

てアンケート調査を実施しました。 

 

2.相良村の空家等の現状 
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（２）現在、当該住宅の状況はどのような状態となっていますか。（１つ選択）

15

14 2.一部修繕すれば住める（使用できる）状態（障子やフスマ、軽微な破損等）

23 3.大規模な修繕が必要（屋根、床下などの構造部分）

1 4.倒壊の恐れがある

4 5.わからない

2 6.既に売却・解体した

9 7.その他

3 　回答なし

71

（３）当該住宅を管理するに至った理由は何ですか。（１つ選択）

3 1.自分が住み替えて、前の住宅（建物）を使わなくなったため

35 2.親または親せき所有の住宅（建物）を相続したため

23 3.その他

8 　回答なし

69

（４）誰も住まなくなって何年経ちましたか。※大まかな年数で結構です。

0 1 1年未満

8 2 1～3年以内

5 3 4年以上

16 4 5年以上

11 5 10年以上

21 6 15年以上

8 回答なし

69

問③ 当該住宅の管理について
（１）現在、当該住宅を管理していますか。（１つ選択）
   

59 1.管理している

6 2.管理していない

0 3.わからない

4 　回答なし

69

1.住める（使用できる）状態

4%

51%
33%

12%

1.自分が住み替えて、前の住宅

（建物）を使わなくなったため

2.親または親せき所有の住宅

（建物）を相続したため

3.その他

回答なし

0

8

5

16

11

21

8

1年未満

1～3年以内

4年以上

5年以上

10年以上

15年以上

回答なし

85%

9%
0% 6% 1.管理している

2.管理していない

3.わからない

回答なし

15

14

23

1

4

2

9

3

1.住める（使用できる）状態

2.一部修繕すれば住める（使用できる）状態…

3.大規模な修繕が必要（屋根、床下などの構造…

4.倒壊の恐れがある

5.わからない

6.既に売却・解体した

7.その他

回答なし
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問③（１）で１と答えた方

管理は、どなたが行っていますか。 

 (１つ選択)

51 1.所有者もしくは家族・親せき

1 2.不動産業者

2 3.空家の近所の人に依頼している

5 4.その他

0 　回答なし

59

ていますか。（１つ選択）

15 1.週１回以上

21 2.月１回程度

14 3.半年に１回程度

5 4.１年に１回程度

1 5.わからない

3 　回答なし

59

いますか。（複数選択可）

26 1.家屋（建物）内の清掃

51 2.敷地の手入れ、草刈り

24 3.破損個所の修繕

12 4.仏壇等の管理

2 5.わからない

2 6.その他

1 　回答なし

118

管理は、どのくらいの頻度で行っ

管理は、どのようなことを行って

25%

36%

24%

8%

2% 5% 1.週１回以上

2.月１回程度

3.半年に１回程度

4.１年に１回程度

5.わからない

回答なし

26

51

24

12

2

2

1

1.家屋（建物）内の清掃

2.敷地の手入れ、草刈り

3.破損個所の修繕

4.仏壇等の管理

5.わからない

6.その他

回答なし

51

1

2

5

0

1.所有者もしくは家族・親せき

2.不動産業者

3.空家の近所の人に依頼して…

4.その他

回答なし

（２）当該住宅の管理について、困っていることは何ですか。（複数選択可）

23 1.身体的・年齢的な問題

4 2.管理の委託料が高い

22

8 4.管理を頼める相手を探すのが大変

23 5.困っていない

10 6.その他

10 　回答なし

100

問④ 当該住宅の今後の活用について
（１）当該住宅の今後の活用について、どのようにお考えですか。（１つ選択）

18 1.売却または貸し出したい

3 2.取り壊して土地を活用したい

2 3.自分が住む予定である

11 4.将来、子や孫に相続する予定　

9 5.現状のままにしておく

12 6.予定なし・わからない

4 7.その他

10 　回答なし

69

3.現住所から当該住宅までの距離が遠い

23

4

22

8

23

10

10

1.身体的・年齢的な問題

2.管理の委託料が高い

3.現住所から当該住宅までの距離…

4.管理を頼める相手を探すのが大変

5.困っていない

6.その他

回答なし

18

3

2

11

9

12

4

10

1.売却または貸し出したい

2.取り壊して土地を活用したい

3.自分が住む予定である

4.将来、子や孫に相続する予定

5.現状のままにしておく

6.予定なし・わからない

7.その他

回答なし
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（２）当該住宅の売却および貸出しについて、どのようにお考えですか。（１つ選択）

19

2

7

27 4.売却および貸し出したくない

14 　回答なし

69

（３）今後の当該住宅の活用についての課題は何とお考えですか。（複数選択可）

15 1.活用方法が分からない

7 2.他人に貸すのは不安である

16 3.取り壊したいが資金がない

30 4.その他

13 　回答なし

81

（４）現在、各地で実施されている「※空家バンク」の制度が実施された場合、この住宅の登録

　を希望しますか。（１つ選択）

11 1.積極的に利用したい

17 2.利用を検討したい

29 3.利用しない

2 4.その他

10 　　回答なし

69

（５）地域活性化のため、地域のコミュ二ティ利用又は多数の方での空家の活用をすることを希

　望しますか。

11 1.積極的に活用してもらいたい

16 2.活用を検討したい

32 3.活用しない

10 　回答なし

69

※空家バンクとは、空家物件情報を地方公

1.現状のままで良いなら売却および貸し出

ししたい

2.補修・修繕を自己負担して売却および貸

し出ししたい

3.条件が合うなら売却および貸し出しした

い

28%

3%10%
39%

20%

1.現状のままで良いなら売却および貸

し出ししたい

2.補修・修繕を自己負担して売却およ

び貸し出ししたい

3.条件が合うなら売却および貸し出し

したい

4.売却および貸し出したくない

回答なし

15

7

16

30

13

1.活用方法が分からない

2.他人に貸すのは不安である

3.取り壊したいが資金がない

4.その他

回答なし

18%

33%
38%

11%

1.積極的に利用したい

2.利用を検討したい

3.利用しない

回答なし

20%

29%40%

11%
1.積極的に活用してもらいたい

2.活用を検討したい

3.活用しない

回答なし
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その他ご意見がありましたら、ご自由にお書きください。

1度役場に相談にしたら、兄弟全員の印がないとダメと言われた。

問④（３）4.その他回答内容 今後の当該住宅の活用についての課題は何とお考えですか。

住宅ではないので倉庫として使用している。

来年末、熊本へ帰る予定で、しばらくリフォームして、セカンドハウスとして使用したい。実家ということもあり、売却は考えていないが、地

域活性化を考えた場合・・・？

現住所からの距離が遠い為　そして自営業なのでメンテナンスに困っています。時間を作るしかないと思っています。

現在、誰が住んでいるといった住宅としての使用はありませんが、倉庫として活用しています。

売却の方向で進めたい！

建物は被相続人や親族のものではなく、過去に人が住んでいたことは記憶しているがどこの誰が住んでいたか分からない。

岩坂地区の売買事例等、基準となるようなものがあればありがたい。

山林も何か所かあるので、含めて処分したいです。負の遺産として、相続以来大変苦労してきました。

自分も高齢（70）県外住まいで、年金暮らし。相続が複雑で名義変更も出来ない状況で困っています。

宗教法人の為、売却、貸し出しは一切考えていません。

植木屋に剪定、草苅りを年一回程度頼んでいたが、費用が高くつく。1回数万円かかる。もっと安価な植木屋さんはいないか、教えてもらいた

い。
令和5年2月に母が亡くなりその後は、娘が相続しています。

問⑤回答内容

活用できる家ではありません。

現在、物置にしています。2023年の夏に見に行ったら、空き巣に遭っていました。

愛着があり決めかねている。

以前ホンダ（自動車）に貸していたことがあると夫の父親に聞いたことがあります。

土蔵は取り壊す予定。納屋（？）二階建も解体する予定。住宅は、地震で壊れた土壁を修復しておらず、台所、風呂、トイレを撤去したので、

建物内の家具等を撤去し、解体する（更地にする）しかないと考えています。
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調査員 調査ﾁｪｯｸ 再調査員 入力者 入力ﾁｪｯｸ

有り 無し

正常 破損（一部損傷・大部分が破損） 無し

SG0001
管理番号

調査：可能　・　不可能 写真（遠景）：可能・不可能 写真（近景）：可能・不可能

正常

破損（一部損傷・陥没） 確認不可

確認不可

無し

有り(開いている・閉じている） 無し

階 確認不可

進入不可
の処置

空
家
の
状
況

不良度ランク

その他の状況：車の駐車有り/洗濯物有り/漬物有り

足場の確保/敷地進入/交通量/その他

写真撮影不可の理由

備考

塀の破損状況

ゴミ等の放置・投棄

草木の状況

建物の傾き状況

擁壁の破損状況

A B

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

D

門柱の破損状況

C

有り（正常・損傷・倒壊または倒壊の恐れ）

正常

正常 確認不可

正常

雨どいの破損状況

店舗事業所戸建住宅 店舗併用住宅 集合住宅

確認不可

平屋

駐車場スペース 台 確認不可

戸 確認不可

長屋住宅

確認不可

やや繁茂 繁茂

正常

有り（正常・損傷・倒壊または倒壊の恐れ） 無し

有り（一部に傾き・全体的に傾き）

空
家
判
定
理
由

ポストの状態

電気メーターの状態

ガスの状態

玄関アプローチの状態

管理会社の看板

テレビアンテナの状態

無し

壁の破損状況

屋根の破損状況

集合住宅及び長屋住宅の戸数

階数

建物の用途

正常

雨戸の状態

カーテンの状態

有り（看板の写真撮影）

有り(正常・チラシ等が散乱・ふさがれている・壊れている）

無し

有り(開いている・閉じている）

破損（一部損傷・腐敗または剥離・貫通）

無し

草木が生い茂っている

対象外理由

居住済み 空地

納屋/倉庫 公共

物干しの状態（竿の有無） 有り 無し 確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可

確認不可無し

確認不可

Ｚ情報

村情報

区長
情報

確認不可

有り（稼動・停止・確認不可）

有り

有り（正常・倒れてる）

窓ガラスの状況 破損（一部損傷・大部分が破損） 簡易補修

無し

有り（正常・損傷・倒壊または倒壊の恐れ） 無し

確認不可

無し

 

空家等対策の推進に関する特別措置法〔平成二十六年法律第百二十七号〕 

3.空家調査票 



 

32 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

資
料
編 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する

施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方

公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の

収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用

の促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その

他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情

報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努め

なければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体

が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらか

じめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画）

4.関係法令 
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第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の

促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条

第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項

までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する

事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家

等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経

済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要とな

ると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促

進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等

活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中

心市街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生

拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）

第二条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能

を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要

な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八

条において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地

の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活

用促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）

第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空

家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七

条第一項の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に

限る。次項において同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用す

る同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は

第三項において準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定

の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項

の規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用

要件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル
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未満の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル

以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活

用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するもの

として国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進

区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定す

る事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）

第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域

を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域

及び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならな

い。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七

条第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項まで

の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」とい

う。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用

促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又は同

法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項

において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定

による許可の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をい

う。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合におい

て、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければなら

ない。 

10 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁

は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区

域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同

項の同意をすることができる。 

11 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及

び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調

和が保たれたものでなければならない。 

12 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

13 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提

供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

14 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村

の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長

が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこと

ができる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しく

はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 
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３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であると

きは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情

報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行の

ために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のた

めに内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用

する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す

るものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のた

めに必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空

家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う適切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条におい

て同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するた

めに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置す

れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状

態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、

基本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不

全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよ

う指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の

状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大き

いと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不

全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置

について勧告することができる。 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めると

きは、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規

定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請

求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要がある

と認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令

の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要
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があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六

十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の

提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長

は、空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該

当するものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内

の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等

に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために

必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認

めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処

分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）

が第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表さ

れたときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築

基準法第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるの

は「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進

に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項

において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等

対策計画に定められた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定す

る特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七

条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたと

きは、当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法

第四十八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項

まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁

が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中

「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十

六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条

第九項に規定する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）

に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十

一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは

「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条

第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合

すると認めて許可した場合その他」とする。 

（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含

む。）の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街

化調整区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条

第十項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を

誘導用途に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（い

ずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八

項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適

切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空
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家等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用

途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による

許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な

配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第

二十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村から

の委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の

空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住

宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定す

る業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律

第百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、

空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済

的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことが

できる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成

十七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条

第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡

地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができ

る。 

第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放

置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となる

おそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同

じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができ

る。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な
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証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを

させることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措

置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知

することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が

行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うこ

とができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措

置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において

「措置実施者」という。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、

市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期

限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措

置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態

にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境

の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項ま

での規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかか

わらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は

措置実施者に行わせることができる。 

12 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六

条の規定を準用する。 

13 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土

交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 

15 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章

（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図

るために必要な指針を定めることができる。 

17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通

省令・総務省令で定める。 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に

規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若

しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を

適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活

用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住

所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更

するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しな

ければならない。 

（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家

等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理  
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又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その

他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事

務を行うこと。 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必

要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができ

る。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認

めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきこと

を命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項

の規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければな

らない。 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報

の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要がある

として、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連

情報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な

限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するとき

は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関

連情報によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対

し、国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更を

することを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案

に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又

は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとす

る。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、そ

の理由を明らかにしなければならない。 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管

理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による

請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるとき

は、第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定に

よる請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該

要請をした支援法人に通知するものとする。 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対

策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対す

る補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
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２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下

の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

〔平成二七年二月政令五〇号により、本文に係る部分は、平成二七・二・二六か

ら、ただし書に係る部分は、平成二七・五・二六から施行〕 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則〔令和五年六月一四日法律第五〇号〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

〔令和五年一一月政令三三一号により、令和五・一二・一三から施行〕 

（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に

規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別

措置法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規

定の適用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中

核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第

四十二号）附則第二条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、こ

の法律の施行の日（以下この条及び附則第六条において「施行日」という。）以後に新

法第二十二条第十項後段の規定による公告を行う場合について適用し、施行日前にこの

法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」とい

う。）第十四条第十項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例に

よる。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定

は、施行日以後に同条第二項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に

旧法第十四条第二項の規定による勧告を行った場合については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定につ

いて、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（地方税法の一部改正） 

第五条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

（地方税法の一部改正に伴う経過措置）
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第六条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、施

行日の属する年の翌年の一月一日（施行日が一月一日である場合には、同日）を賦課期

日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

（独立行政法人都市再生機構法の一部改正） 

第七条 独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう略〕 

（独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正） 

第八条 独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）の一部を次のよ

うに改正する。 

〔次のよう略〕 
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5.空家等対策の推進に関する特別措置法の概要 



 

43 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

資
料
編 

 

  

出典：「国土交通省」概要説明資料より 
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